
  受付：開催日の前日の午後５時まで

那覇市役所本庁舎７階　会議室 (入り口に案内板を表示してあります）

浄化槽に関しての設置手続きや、施工及び維持管理等について理解して頂くために実施するものです。

平成25年4月1日以降に、原則として那覇市内において浄化槽の設置を予定している方が対象となります。
代理による受講は、原則として同居成人の方に限ります（建築士や施工業者等の代理受講はできません）。
法人の場合には、代表者のほかに社員の方の受講も認めます（社員証もしくは委任状をご持参下さい）。

・運転免許証や健康保険証など本人確認のできる書類
・法人の方は、社員証もしくは代表者の委任状を持参
・必ず浄化槽の設置場所の住所を控えてお越し下さい（区画整理中などの場合は、仮の住所でも
可）。

※当日受付はいたしません
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

18日
（木）

16日
（木）

２０日
（木）

１８日
（木）

１５日
（木）

１９日
（木）

１７日
（木）

２１日
（木）

１９日
（木）

１６日
（木）

２０日
（木）

２０日
（木）

　　※　那覇市役所の駐車場は有料のため、講習会受講の際はなるべく公共交通機関をご利用下さい。

午後２時から午後３時まで（午後１時半より受付開始）　※開始時刻に遅れた場合は入場できません

開　　　催　　　月　　　日

お問い合わせ・ご予約先
那覇市環境保全課

TEL : 098-951-3229    

＊ご予約は、必ず開催日の前日の午後５時までにお願いします。

※ 台風等で急遽中止になった場合には、原則その翌日に実施致しますが、念のため担当までご確認下さい。

※ 受講された方には、受講終了後に「講習会受講済証」を交付致します。

受講済証は浄化槽設置届出書等への添付が必要です。

平成25年度からの那覇市の中核市移行に伴い、それまで県内の各保健

所で行っていた浄化槽設置者講習会を、那覇市でも実施することになり

ました。浄化槽設置者の皆様が、設置手続きの流れを理解し、適切な設




